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１．件名：原子燃料工業（株）熊取事業所の令和５年度定期事業者検査報告（開

始時）についての面談 

 

２．日時：令和５年８月１５日（火） １３時３０分～１４時１０分 

 

３．場所：原子力規制庁２階会議室（ＴＶ会議システムを利用） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 検査グループ 専門検査部門 

寒川首席原子力専門検査官、早川上席原子力専門検査官、 

千葉主任原子力専門検査官、清水原子力専門検査官 

熊取原子力規制事務所 

大東事務所長 

原子燃料工業（株） 

熊取事業所 環境安全部 安全管理部長 他１名 

 

５．要旨 

○原子燃料工業（株）（以下「事業者」という。）から、熊取事業所加工施設の

令和５年度定期事業者検査（以下「定事検」という。）報告（開始時）につ

いて、資料に基づき以下の説明があった。 

 熊取事業所加工施設の令和５年度の定事検は、令和５年８月２８日から令

和５年１２月下旬までの予定で実施する。 

 今回の定事検から非常用電源設備による第一種管理区域内の負圧維持検査

を追加した。 

 施設管理実施計画について、新規制基準適合化工事の進捗を踏まえ、不明

確な記載の見直し等記載の適正化を行った。 

 

◯原子力規制庁から、以下の内容を伝えた。 

 令和５年度の定事検計画については了解した。 

 定事検報告（終了時）については、定事検終了後遅滞なく面談を実施する

ことにより報告の受領とするので、検査結果の整理についても順次進める

こと。 

 定事検報告（開始時）の内容に変更があった場合や、定事検対象設備に不

適合が発生した場合には定事検報告（終了時）にその旨を記載すること。 

 次回の定事検については、使用前確認証の交付日を起点とし、十二月を超

えない時期に行うとともに、現行の施設管理実施計画の周期を満足するよ

うに設定すること。また、開始予定日の三月前までに報告すること。 
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◯事業者から了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

資料：定期事業者検査報告書（定期事業者検査開始時） 

 

以 上 


